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件 名 
令和７年度東大和市子どもの予防接種費助成金交付要綱外４件について 
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 子ども未来部保育課 

１．要 旨 

子ども未来部子ども家庭センター及び保育課が所管する単年度要綱について、以下のとお

り報告する。 

（１）対象の単年度要綱及び主な改正点等 

  一部改正する要綱 ３件 

 単年度要綱名 主な改正点 

① 
令和７年度東大和市子どもの予防接種費

助成金交付要綱（子ども家庭センター） 

経鼻生ワクチンによる小児インフルエンザワ

クチン任意予防接種及びＨＰＶワクチン男性

接種を助成対象に追加する。 

② 
令和７年度東大和市多様な他者との関わり

の機会の創出事業実施要綱（保育課） 

東京都の実施要綱の改正に合わせ、所要の改正を

行うとともに、令和７月９月からの保育料第一子

無償化による第１子負担軽減を追加。 

③ 
令和７年度東大和市多様な他者との関わり

の機会の創出事業補助金交付要綱（保育課） 

令和７月９月より保育料第一子無償化に伴

い、別表に第１子負担軽減を追加する。 

  制定する要綱 ２件   

 単年度要綱名 影響及び効果 

④ 
令和７年度東大和市保育所等物価高騰緊急対策

事業補助金交付要綱（保育課） 
物価高騰に直面する中、保育所や認可

外保育施設等に対し、必要な経費につ

いて支援を行うことで、安定的な施設

の運営を維持することができる。 
⑤ 

令和７年度東大和市認可外保育施設におけるサ

ービスの質維持向上支援事業補助金交付要綱（保

育課） 

（２）施行日 

 ① 令和７年１０月１日から施行し、ＨＰＶワクチン男性接種は同年４月１日から適用する。 

② 決裁日から施行し、改正後の第６条は令和７年４月１日、改正後の第９条第６項は令和 

７年９月１日から適用する。 

③ 決裁日から施行し、改正後の別表の５は令和７年９月１日から適用する。 

④⑤ 決裁日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

 ① 令和７年８月東京都において小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業補助金交付要綱の制定 

（経鼻生ワクチンを補助対象に追加）。令和７年９月一般会計補正予算（第４号）の可決。 

② 令和７年５月東京都多様な他者との関わりの機会の創出事業実施要綱一部改正。 

③ 令和７年９月東京都多様な他者との関わりの機会の創出事業補助金交付要綱一部改正。 

④⑤ 令和７年９月一般会計補正予算（第４号）の可決。 

  ３．留意事項（問題点等） 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

庁議終了後、速やかに改正手続きを進めたい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


